
平成 26年４月４日 

 
横浜市内に所在する指定障害福祉サービス事業所 
及び指定障害者支援施設 管理者 様 
 

横浜市健康福祉局障害企画課 
 

平成 26年度介護給付費等算定に係る体制に関する届出書の提出について（通知） 

 

日ごろより本市の障害福祉施策のご理解ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付費等の

算定にあたっては、「平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 523 号」の規定により、前年

度の実績を届出ることにより、加算の算定の区分や、算定するサービス費等を決定するこ

とになっています。 

このため、提出の必要な事業所については、平成 25 年度における利用実績等に基づき、

平成 26 年度の各加算等の算定状況を提出するようお願いいたします。 

 
なお、提出に関する詳細については下記ＵＲＬをご覧ください。 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=74&topid=2 
 
（「書式ライブラリ」＞「２．横浜市からのお知らせ」＞「⑥平成 26 年度体制届に関する

お知らせ」） 
 
 
様式や記載例については下記ＵＲＬよりダウンロードしてください。 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=72&topid=15 
 
（「書式ライブラリ」＞「６．お知らせ（県内共通）」＞「４ 平成 26年度体制届に関する

お知らせ」） 
 
※ ２６年度から横浜市は級地区分４級地となります。ご注意ください。 
 
 

障害企画課企画調整係 
TEL 045-671-3601 
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